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建議 中間取りまとめ「効率的な物流ネットワークの強化」 

（４）効率的な物流ネットワークの強化 
 

＜今後の方向性＞ 
 現在の国際・国内の物流動向や利用者ニーズ、道路構造
物への影響等について分析し、物流ネットワークを再検証 
 物流ネットワークについて、以下の取組を実施。 
  ・ 国際海上コンテナ積載車両の通行支障区間について緊急対策 
  事業を実施し、効率的なネットワークを構築 

  ・ 大型車両の通行について、道路構造物の状況に応じた効率的 
  な物流を促進するため、包括的な許可の導入を検討する等、特殊 
  車両通行許可制度の見直しを実施 

資料５ 

① 物流の現状 

② これまでの取組と 

 課題（ネットワークの設定、 

 課題等） 

③ 今後の方向性（ネッ 

 トワークの再構築、特殊車 

 両通行許可制度の見直し 

 等） 

４．基幹ネットワークの戦略的な整備・活用 

（１）道路ストックの長寿命化 
 

＜今後の方向性＞ 
 トレーラ連結車等の大型車両の道路適正利用を促進する仕組み
を構築し、事業者等（運行事業主、運転手等）への啓発を行った上で、
これら車両の違反通行データ等の活用、関係機関との連携強化、違
反者の公表等により、指導・取締りの実効性を向上させることが必要
である。 

６．持続可能で的確な維持管理・更新 
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① 物流の現状 
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我が国の国内貨物輸送量は２００５年ごろまで減尐傾向で、その後は横ばい。 

貨物輸送の９割超は自動車が分担。１００㎞未満の輸送が全体の約８割を占め、短距離の貨物輸
送ほど自動車のシェアが高い状況 

国内貨物輸送の状況 

【国内貨物輸送量の推移（トンベース）】 
（億トン） 

【距離帯別の機関分担（トンベース）】 

76% 

11% 

5% 4% 2% 2% 

～100km未満 100～300km未満 

300～500km未満 500～750km未満 

750～1,000km未満 1,000km以上 

【距離帯別輸送量の割合（2007年度）】 

※ 第３回「新しい総合物流施策大綱の策定に向けた有識者検討委員会」資料を活用して編集 
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（年度） 

66.5 

※ 第８回全国貨物純流動調査（2005年）の三日間調査
を用いて作成 

自動車 95％ 

海運 5％ 

69％ 1,708万トン 

（輸送距離帯） 100㎞ 300㎞ 500㎞ 

自動車 
78％ 

海運 
21％ 

鉄道 1％ 海運 
31％ 

自動車 
67％ 

自動車 
54％ 

海運 
42％ 

鉄道 2％ 

鉄道 
4％ 

16％ 385万トン 9％ 224万トン 6％ 153万トン 

自動車 87％ 
海運 
12％ 

鉄道 
1％ 

（全距離帯） 

約2,470万トン 
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我が国の国際貨物輸送量は２００５年ごろまで増加傾向で、その後は横ばい。アジアとの貿易が約
５割、特に中国との貿易が全体の約３割 
貿易量の推移をみると、輸入が圧倒しているが、原材料を輸入し、製品を輸出している状況 

国際貨物輸送の状況 

【国際貨物輸送量の推移（トンベース）】 

※ 第３回「新しい総合物流施策大綱の策定に向けた有識者検討委員会」資料を活用して編集 

8.5 8.9 
9.5 9.6 9.7 9.7 
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（億トン） 

9.2 

（年度） 

7.9 

中国 韓国 ASEAN10ヶ国 米国 EU27ヶ国 その他 

中国《含：香港、台湾》 
37.0兆円（27.7％） 

韓国 

8.4兆円 

（6.3％） 

ＡＳＥＡＮ10カ国 

19.8兆円（14.8％） 

米国 

15.9兆円 

（11.9％） 

ＥＵ27カ国 

14.0兆円 

（10.5％） 

その他 

38.5兆円 

（28.8％） 

 貿易総額 
１３３.７兆円 

【２０１１年の貿易額内訳】 

（億トン） 
【輸出・輸入別国際貨物輸送量の推移（トンベース）】 

（年度） 

順位 輸出 
1 自動車 12.5% 
2 鉄鋼 5.7% 
3 半導体等電子部品 5.4% 
4 自動車部品 4.6% 
5 原動機 3.5% 
6 プラスチック 3.3% 
7 科学光学機器 3.2% 
8 船舶 3.1% 
9 有機化合物 2.9% 
10 電気回路等の機器 2.6% 

順位 輸入 
1 原油及び粗油 16.8% 
2 液化天然ガス 7.0% 
3 衣類、同付属品 3.8% 
4 石炭 3.6% 
5 石油製品 3.3% 

6 非鉄金属 2.7% 

7 半導体等電子部品 2.6% 
8 医薬品 2.5% 
9 鉄鉱石 2.5% 
10 電算機類 2.5% 

【日本の主な輸出・輸入品目（２０１１年）（金額ベース）】 

アジアとの貿易 

で約５割 



サプライチェーンのグローバル化 
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円高、人件費などの影響もあり、企業の海外進出が進展 

国内生産される製品についても、海外からの部品調達率が高まっている状況 

サプライチェーンのグローバル化は急速に進展し、これらを支える日本物流企業の海外進出も進ん
でいる状況 

【国際・国内一体的な輸送のイメージ】 
（家電等の中間財に係るタイとの貿易事例） 

※ 通商白書２０１２、第３回「新しい総合物流施策大綱の策定に向けた有
識者検討委員会」資料及び「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料」
（平成２３年１１月 内閣府）を活用して編集 

日本 タイ 第三国 
中間財 消費財 

消費財 

【日系製造業現地法人数の推移】 

日本からタイへと輸出された中間財
を活用し、タイ国内で消費財を完成
させ、日本を含む各国へ輸出。 

【中国、タイ及び北米への利用運送事業者の進出状況】 

【我が国企業における部品の海外調達の事例】 

（千社） （％） 

（年度） 

《上記モデルに該当する製品の例》 
 自動車（輸入の５％）、家電（輸入の17％） 等 
 

※ 括弧内は、当該品目の日本の対世界輸出入に占める 
 タイ向けの割合（2010暦年） 

【大手重工・重機メーカー Ｍ社】 
 「Ｍ製作所（国内）での年間の調達額は、およそ約330億円。こ
のうち、およそ45％を海外から調達。」 
                       （資料）M社ホームページ 
 

【大手自動車メーカー Ｎ社】 
 「2016年度までに、国内生産車種に使う部品の海外調達率を
11年度の３割弱から４割以上に引き上げる。中国や韓国などア
ジアから低価格部品の調達を増やす。（中略）円高が長期化する
なか、海外部品の採用を一段と増やし、国内工場の競争力を強
化する。」 
         （資料）日本経済新聞平成23年8月28日電子版 

  
中国 タイ 北米 

事業者数 伸率 事業者数 伸率 事業者数 伸率 

1998年 46 1.00  47 1.00  80 1.00  

2002年 85 1.85  58 1.23  80 1.00  

2008年 234 5.09  77 1.64  79 0.99  

2010年 236 5.13  82 1.74  76 0.95  

2012年 266 5.78  87 1.85  79 0.99  

※伸率は1998年比 



国内での貨物輸送への影響 

※１：経路申請件数は平成22年度、平成23年度特車申請
データから（東京港を発着し、コンテナ取扱実績がある都道
府県に発着地を持つ申請を対象に集計） 
※２：コンテナ輸出入量はH20全国輸出入コンテナ貨物流動
調査から（東京港を発着する国際海上コンテナ貨物量） 
※３：道路ネットワークは平成23年度道路情報便覧から 

【京浜港（東京港）の国際海上コンテナ貨物の背後圏と走行経路】 

1～1,000 
1,000～10,000 
10,000～100,000 
100,000 

コンテナ輸出入量（t/月） 

1～1万経路 
1万～5万経路 
5万経路～ 

経路申請件数（高速） 

1～1万経路 
1万～5万経路 
5万経路～ 

経路申請件数（一般） 

東京港を例にとると、国際海上コンテナの輸送の背後圏は、一定程度の広がりを有している状況 

国内外で積み替えのないシームレスな輸送を実現するためには、国際海上コンテナに対応した輸
送体系の確立が必要であり、首都高の都心環状線など、幹線道路の通行支障の解消が必要。 

６ 
発（着）荷主 貿易港 着（発）荷主 

《シームレスな輸送のイメージ》 

北の丸トンネル

信濃町トンネル
霞ヶ関トンネル

飯倉トンネル
（外回り）

汐留トンネル

羽田トンネル

国際海上コンテナ車（高さ4.1m）
通行支障区間

葛西JCT

有明JCT

大井JCT

板橋JCT

両国JCT

箱崎JCT

熊野町JCT

西新宿JCT

大橋JCT

小菅JCT

江北JCT

中央環状線

弾正橋

【首都高速道路における国際海上コンテナ積載車両（高さ
4.1m）通行支障区間】 



【参考】国際海上コンテナの活用状況 

国際物流においては、１９５０年代以降に導入されたコンテナの活用により、自動車・鉄道・船の間で
の積み替え作業を効率化 

※ 国内港湾のデータは、各港湾管理者のＨＰの掲載情報 

【我が国港湾の貨物取扱の状況】 

【コンテナ利用の利点と課題】 

利点 課題 

・ コンテナのサイズはISO規格化されており、 
 それに合うように輸送用資材を準備可能 
 

・ コンテナに貨物を積み込んだまま、内陸の 
 目的地まで輸送可能（積み替えコスト削減） 
 

・ コンテナは金属製で丈夫なため、雨天で 
 の荷役、及び容器として複数回の使用が可 
 能 

・ 積載量によっては、輸送コストが割 
 高となる可能性 
 

・ コンテナは大きく、船への積み込み 
 などの目的で物流インフラの整備を 
 伴うため、初期投資が必要 

７ 

《国際海上コンテナの例》 

※ 冷凍コンテナ及びタンクコンテナの写真は、
国際コンテナ輸送（株）HP 

冷凍コンテナ 

ドライコンテナ 

タンクコンテナ 
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② これまでの取組と課題 



国際競争力強化のため、国際海上コンテナ積載車両が積み替えなく通行できる幹線道路ネット
ワークの確保に取り組むこととし、「国際物流基幹ネットワーク」を設定。通行支障区間を順次解消 

国際物流基幹ネットワークの設定 

道路種別 延長 

供用中区間 

高速自動車国道・都市高速道路 約8,200km 

一般国道 約19,000km 

地方道 約1,500km 

小計 約29,000km 

【国際物流基幹ネットワークの概要】（平成１８年６月設定） 

【通行支障区間の解消による効果等】 

大井埠頭 

都大橋 

南部流通業務団地 大和大橋 
平成２０年４月  通行支障解消 

解消前ルート 

解消後ルート 
●大井埠頭から環７・第１京浜の交点 
 までの所要時間・距離 

従前 28分(14km) → 従後 3分(2㎞) 

《大和大橋・都大橋の橋梁補強による車両の重量制限緩和》 

９ 

国際コンテナ積載車両の 
通行支障区間（設定時） 

区間数 延 長 

－ － 

33 約 510km 

14 約 50km 

47 約 560km 

国際コンテナ積載車両の 
通行支障区間（現在） 

区間数 延 長 

－ － 

10 約 183km 

3 約 13km 

13 約 196km 



国際物流基幹ネットワークの課題 

国際物流基幹ネットワークの設定は、貨物輸送の効率性向上に一定程度応える施策であったが、
個々の物流施設への端末のアクセスルートの未設定、高速道路利用の促進策の欠如等に関し、課
題が存在 

【物流施設への端末のアクセスルートの在り方】 

○ 国際物流基幹ネットワークは、幹線輸送としての 
  利用が期待される経路を中心に設定 

１０ 

○ 大型の車両については、安全性、定時性等に 
  優れた高速道路の利用が、沿道環境悪化を回 
  避する観点からも基本とされるべき 
○ 横浜港を使う国際海上コンテナの４割の輸送、 
  東京港を使う国際海上コンテナの３割の輸送に 
  おいては、それぞれ高速道路を未利用 

  
 

26% 

18% 
23% 

33% 

経路申請件数 
約２００万件 

17% 

28% 

13% 

42% 

経路申請件数 
約４２０万件 

横浜港 東京港 

  高速利用あり（NEXCO・都市高速） 
  高速利用あり（NEXCOのみ） 
  高速利用あり（都市高速のみ） 
  高速利用なし 

【高速道路の利用促進】 

高速道路への誘導施策との連動、高速道路上の通行支
障の解消が必要 

地図データ  
© 2012 Google,  ZENRIN - 

卸売業 
（東京流通センター） 

冷蔵倉庫 
（東京団地冷蔵） 

普通倉庫 
（東京団地倉庫） 

トラックターミナル 
（京浜トラック 
ターミナル） 

国際物流基幹ネットワーク 
に指定されている経路 

物流施設への端末のルート 
として必要な経路 

物流拠点への端末のルートについても同様にネットワー
クに設定することが必要 
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東京港 

（大井ふ頭） 
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対象となる申請経路（※）数：約26万件 

1～2千経路 
2千～1万経路 
1万経路～ 

経路申請件数（高速） 

1～2千経路 
2千～1万経路 
1万経路～ 

経路申請件数（一般） 

※ 到着地を東京都心を通過する可能性のある東京以北（北海道、東北、新潟、北関東、埼玉、千葉、東京（23区以外））に限定 

首都高速利用無し：約6割 

環七通りなど着色エリア外
の一般道利用 

首都高速利用有り：約4割 

着色エリア内の一般道利用：
首都高利用無しの約6割 

【東京港から内陸部への輸送における国際海上コンテナ 
積載車両の経路申請の状況】 

【東京港から内陸部への輸送における高速道路利用状況】 
（申請ベース） 

58% 42% 

36% 64% 

東京港から東京以北へ向かう国際海上コンテナ積載車両に限定すると、首都高速を利用しない車
両が約6割と多く、その約6割が中央環状線の内側の一般道を走行経路としており、一般道を走行す
るコンテナ積載車両等大型貨物車両に対する対策が必要  

【参考】東京における国際海上コンテナ積載車両の流動の特徴 



高速道路は、一般道に比べて交通事故が尐なく、円滑な走行が可能 
高速道路の整備は、走行時間の短縮や定時性の向上に大きな効果  

【参考】高速道路の利用による走行時の安全性、定時性の向上 

【交通事故発生割合】 【定時性の向上】 

１２ 

名古屋環状２号線の整備により、並行する名古屋高速
３号大高線（名古屋南JCT⇒鶴舞南JCT）の定時性が向上 

平成22年において、高速道路の事故発
生割合は、一般道の２０分の１程度 

＜算出手法＞ 
名古屋高速道路公社データによる開通前後
の走行速度を用いて算出。 

※開通前：平成22年4～6月（平日） 
※開通後：平成23年4～6月（平日） 

■平均所要時間 
（名古屋南ＪＣＴ⇒鶴舞南ＪＣＴ（17時台）） 

■20回に1回程度（平日月1回程度） 
遭遇するレベルの渋滞での所要時間 
と遅れ時間 

名
二
環 

開
通
区
間 

国
道
３
０
２
号
開
通
区
間 

Ｈ２３．３．２０開通  

名
古
屋
高
速
３
号
大
高
線 

：平均所要時間 

：20回に1回程度（平日月1回程度）遭遇 
するレベルの渋滞での遅れ時間 

出典） 
走行台キロ：道路交通センサス一般交通量調査 

※高速道路：高速自動車国道 

 ※一般道路：一般国道、主要地方道、都道府県道 

  （H22道路交通センサスでの調査区間のみを対象として 

 いるため、道路交通センサスの調査対象となっていない 

  市町村道等は含まない。） 
交通事故件数：交通事故総合分析センター 交通統計 

8.40  

162.07  
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60 

80 
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120 
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高速道路 一般道路 

約２０分の１ 

件/億台キロ 
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４

４

６

４

48

48
45

仙台南部道路

宮城県

福島県

福島県庁

福島市

伊達市

桑折町

国見町

白石市

大河原町

柴田町
４

岩沼市

名取市

仙台市

蔵王町
村田町

福島西IC

福島飯坂IC

国見IC

白石IC

村田IC

仙台南IC

村田ＪＣＴ

仙台宮城IC

長町IC
山田IC

岩沼IC

名取IC

亘理IC

仙台若林

ＪＣＴ

今泉IC

４

至郡山市

※１ 事故データはＩＴＡＲＤＡデータ（H19-H22)を使用 
※２ 死傷事故率：自動車１万台が１万kmを走行した 
   場合に起こる死傷事故件数 

0

5

10

15

20

直轄国道 

（県内） 
事例区間 

16％ 

9％ 

《図４ 大型車の事故割合》 

一般国道４号の国見町周辺の区間は、福島県内の郡山市以北で唯一の２車線区間であり、県内の全国道
で最も大型車混入率が高い状況（図１、２）  （※１車線あたりの大型車数でみても、福島市内を上回る） 

当該区間は事故率が高く（図３）、大型車の事故割合も高い（図４）。死亡事故も発生（図５） 

福島民友 
平成１３年８月２５日 

《図５ 死亡事故事例》 

《図３ 死傷事故率》 

隣接する 

４車線区間 

（福島市側） 

東北直轄 
国道平均 

（市街地部2車線） 

東北直轄 
国道平均 

（市街地部4車線） 

事例区間 

《図２ 状況写真》 

福島県 

※過去１０年分データによる（H15～H24.7） 

【参考】高速道路と並行する一般国道で大型車が多い箇所の例（一般国道４号・国見町周辺） 

１３ 

   ０％～１０％ 
１０％～２０％ 
２０％～３０％ 
３０％～４０％ 
４０％～  

大型車混入率（12h）凡例 

※Ｈ２２センサスデータによる 
※データは概ね郡山市中心部 
 から仙台市中心部のもの 

Ｒ４白石～仙台（４～６車線） 
※一部２車線区間有り 
・大型車混入率９～３９％ 
・１車線あたりの大型車数約1200～
2700台/日 

Ｒ４国見（２車線区間） 
・大型車混入率４０％～ 
・１車線あたりの大型車数 
約3000台/日 

Ｒ４郡山～福島間（４～５車線） 
・大型車混入率１０～２０％ 
・１車線あたりの大型車数約1400～2600台/日 

《図１ 郡山～仙台間の大型車混入率》 

事例区間 



大型車両の走行が道路に及ぼす影響① 

大型車の道路走行は、例えば、橋梁に対しては、軸重の12乗に比例して与える影響が増大 
大型車の３割強が総重量制限を超過して通行 

１４ 

【大型車両走行時における重量に係る違反状況】 

総重量制限を超過した
車両 
３３％ 

総重量制限を超えない車両 
６７％ 

注１）平成23年度の車両重量自動計測措置データによる。 
注２） 「総重量制限を超過した車両」とは、車検証に記載された
車両総重量を超え、かつ、軸重10トン又は車両総重量20トンを
超えた車両をいう。 
注３）「総重量制限を超えない車両」とは、適法に通行している
車両と特殊車両通行許可申請すれば適法となる車両をいう。 

【大型車両の走行が道路に与える影響】 

［舗装に与える疲労イメージ］ 
（軸重の４乗に比例） 

［橋梁に与える疲労イメージ］ 
（軸重の12乗に比例） 

 

 

軸重12トン 
（基準を２割超過） 

軸重10トン 

  

軸重10トン 
軸重12トン 

（基準を２割超過） 

※ （1.2）
４
＝2.07 

※ （1.2）
１２
＝8.92 



53% 

47% 
26% 

74% 

大型車両の走行が道路に及ぼす影響② 

【築後５０年以上経過した橋梁の割合】 

※高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市区町村道における15m以上の橋梁数 
  （出典：H21道路施設現況調査 H21.4時点データ） 

【損傷の具体事例（一般国道２３号 木曽川大橋（三重県）】 
 橋梁形式：鋼トラス橋 
 架設竣工年：1963年（竣工後44年経過） 
 経緯：2007年6月 緊急点検中に斜材の破断を確認 
  通行規制： 6月21日～10月21日（114日間）片側交互通行規制 

全景 

破断箇所 補修後 

平成１９年６月２０日破断を発見 平成１９年６月２９日補修完了 

１５ 

我が国の道路には、高度成長期に整備されたものが多数存在 
今後、損傷の増加が見込まれる橋梁が増大 

2010年 2020年 2030年 

8% 

92% 

５０年経過橋梁 それ以外 

13,000橋 40,000橋 80,000橋 



諸外国の貨物車での輸送における大型車両の活用 

海外では、同じセミトレーラ連結車であっても、我が国で許容されるより大型の車両の走行が可能 

【大型車両の一般的制限値の国際比較】 

《備考》 
・ＥＵ：ＥＵ指令での規制値 
・アメリカ：カリフォルニア州における規制値 
・カナダ：政府のMOU（Memorandum of Understanding）における標準的規制値  

［B-Train Double のイメージ］ 

１６ 



18,289 

4,304 

2,436 
2,097 
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5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

中国（2007年） 

プラスチック パルプ・紙 繊維・履き物・帽子等 その他 

5,677 3,701 

1,386 
562 

24,446 

39,884 

2,874 

2,244 

1,248 

60 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

2000年 2007年 

個 

日本の5港 韓国の2港 中国の7港・香港（香港港） 台湾（高雄港） ASEAN加盟国 

のうち6カ国の8港 

１７ 

特に、プラスチック製品や繊維製品などの軽い貨物の輸送を中心に、４５ｆｔコンテナ（これまでのコン
テナよりも長く、容量が大きい）の利用の進展が見られる状況 

【国際海上コンテナの諸元】 

【米国からアジアの重要港湾への輸入における 
45ｆｔコンテナの取扱個数】 

【米国から中国への輸入における 
45ｆｔコンテナの取扱品目別貨物量】 

諸外国の物流における新たな動き（４５ｆｔコンテナの活用） 

長さ 幅 高さ

20ft 19'10"1/2(6,058mm) 28,080 33.0

40ft 26,670 67.7

40ft背高 26,510 76.0

45ft 45'0"(13,716mm) 25,680 86.0

内容積
（㎥)

規格

30,480

最大積荷重量
(㎏）

最大総重量
(㎏）

サイズ

8'0"（2,438mm）40'0"(12,192mm)

8'6"（2,591mm）

9'6"（2,896mm）

※ 国総研資料No.478「コンテナサイズに視点をおいた国際海上
コンテナ輸送に関する基礎的分析」を活用して編集  

全体の92% 

容量のみ、
約13%拡大 

（暦年） 

（暦年） 

注） 中国全体では、45ｆｔコンテナが192,867メトリックトン 
   （12,057個）輸入されている。 

（ＴＥＵ） 



（参考）国際海上コンテナ積載車両の諸元の例 
  

 

○内容 
  工場～港間の陸上輸送に、45フィートコンテナ輸送車両

（車両長：17.23ｍ）を利用 
 
 

○これまでの対応 
 平成23年9月5日  公道走行開始 
 10月から  運行状況や事故、ヒヤリハットの発生状況等に
ついて、申請者から報告開始 

 
 

○特例措置 
  今回の取組で利用する17m超の車両の交差点における通
行につき、40フィートコンテナ輸送車両と同等の条件を適
用 

 
 規制・制度改革の内容 
  産業界からの提案も踏まえ、全国展開に向け、「みやぎ 
 45フィートコンテナ物流特区」以外の輸入港を発着する輸 
 送経路での検証、通行可能な経路の調査を実施する。 

「みやぎ45フィートコンテナ物流特区」の取組 

※１ 45ftコンテナ積載車両には、総車長が17m未満のもの 
   も存在。 
※２ いずれも、フル積載時の総重量は44トン。 

「規制・制度改革に係る方針」の閣議決定（H24.7) 

我が国における４５ｆｔコンテナの活用に係る取組 

４５ｆｔコンテナの利用については、現在、仙台港周辺で構造改革特区の取組を実施中 
また、平成２４年７月の閣議決定により、上記特区以外の輸入港を発着する輸送経路での検証、 
 通行可能な経路の調査を実施 

40ft背高コンテナ積載車：長さ １６．５ｍ 

45ftコンテナ積載車：長さ １８ｍ 

１８ 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

③ 今後の方向性 



安全で走行環境のよい高速道路利用を基本としつつ、特殊車両の走行に支障のない経路から構
成される道路網として、物流上重要なネットワークを再設定 

【国際物流基幹ネットワークに係る主な課題を受けての対応策】 

物流上重要な道路ネットワークの再設定 

《対応策Ⅰ ネットワークの再設定及び機能強化》 
 

（１）再設定の方向性 
重要な物流拠点等に支障なく到達できるよう、端末のアクセスルートを含む形で設定（基
本的に、重さや長さに係る大型車通行の支障を回避しながら設定） 

物流が中心となる土地利用の多様な形態を考慮 
 

（２）ネットワークの更なる機能強化 
我が国の物流上のゲートウェーとなる港湾等へのアクセス機能の向上 
ネットワーク上の走行距離の短縮等につながる橋梁補強等の実施 

《対応策Ⅱ ネットワークへの誘導を促進する措置の導入》 
 

（１）特殊車両の通行許可との連携 
手続の一元化の活用を通じた迅速化 

 

（２）高速道路の料金施策との連携 
ネットワークを利用する車両への高速道路料金に係る配慮 

２０ 

ネットワーク利用の 
具体的なメリット 



物流上重要な道路ネットワークの再設定のイメージ 

物流上重要な道路ネットワークの再設定と関連する措置の実施を通じ、貨物車の走行において、当
該ネットワークを繰り返し使う認識が浸透することが期待 

枢要な港湾 

交差点改良 

耐荷重不足 
の解消 

右左折の支障 
の解消 

重要な物流拠点等を発着する
貨物車の交通行動をシフト 
 ※ 特殊車両の許可の特例 
 ※ 高速道路料金施策 

物流拠点 

貨物車が円滑に走行できるネット
ワークに設定 

転換が図られるべき経路 

支障解消後、ネットワークに設定 

ネットワークの 
機能強化 

対応策Ⅰ 

対応策Ⅱ 

港湾への 
直結確保 

橋梁補強 

《ネットワーク再設定等のイメージ》 
○ 重要な拠点への端末のアクセスルートなどを 
 含めて設定し、大型車両の交通の整序化に寄与 
○ 物流が中心となる土地利用の多様な形態を考慮 

２１ 



2012年7月、米国の新しい陸上交通法MAP-21（Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act)  

 が成立。道路を始め、陸上交通に係る施策､予算､財源などを承認する法律 

計画期間は約２年、予算規模は総額1,050億ドル（約8.4兆円） 

国家目標の一つとして物流ネットワーク改善を位置づけ、国家物流政策を策定・実施 

MAP-21の方針 

１）米国のハイウェイシステム(NHS)の強化 
２）パフォーマンスベースのプログラムの確立 
３）雇用創出と経済成長の支援 
４）最重要課題の交通安全の推進 
５）連邦ハイウェイプログラムの再構築 
６）プロジェクトの迅速化と技術革新の促進 

パフォーマンスベースのプログラムの国家目標 [MAP-21に署名するオバマ大統領] 

１）安全 

２）インフラの状態 

３）混雑緩和 

４）陸上交通システムの信頼性 

５）物流と経済活力 

６）環境持続性 

７）プロジェクトの遅延削減 

《主な措置》 
 

○ 国家物流戦略計画(National Freight  
  Strategic Plan)の策定 
 

○ 全国約27,000マイルの道路を国家 
  物流ネットワーク（National Freight  
  Network）として指定  

２２ 

【参考】アメリカの新しい陸上交通法（MAP-21）と国家物流政策 



物流上重要な道路ネットワークの更なる機能強化のための措置《空港・港湾アクセスの強化》 

※ （ ）内は対象となる空港、港湾 
 の全箇所数 

高速道路アクセスの状況 

最短時間 
30分以内 

最短距離 
10km以下 

空港 
（20） 

20 
（100%） 

18 
（90%） 

港湾 
（42） 

37 
（88%） 

36 
（86%） 新千歳空港 

函館空港 

秋田空港 

仙台空港 

成田国際空港 

東京国際空港 

中部国際空港 

関西国際空港 

大阪国際空港 

広島空港 

高松空港 

松山空港 福岡空港 大分空港 

長崎空港 

鹿児島空港 

熊本空港 

宮崎空港 

那覇空港 

新潟空港 

小樽港 

釧路港 

苫小牧港 

室蘭港 

函館港 

青森港 

八戸港 

仙台港 
新潟港 

小名浜港 

茨城港 

千葉港 

京浜港 

横須賀港 

伏木富山港 

清水港 

三河港 

名古屋港 

四日市港 

敦賀港 

徳島小松島港 

和歌山下津港 

鹿児島港 

博多港 

関門港 

苅田港 

大分港 
別府港 

高知港 

松山港 東予港 

高松港 宇部港 

徳山下松港 

岩国港 

広島港 
呉港 

宇野港 

水島港 福山港 

阪神港 

姫路港 

所要時間 空港 港湾 

～１０分 

～２０分 

～３０分 

３０分～ 

高規格幹線道路 
（2011年度時点） 

注）対象となる空港・港湾 
2007年度政策チェックアップにおけ
る「拠点的な空港・港湾への道路ア
クセス率」において対象とした空港・
港湾（対象の名称は現時点による） 

諸外国においては、高速道路が港湾等に直結している場合が存在。我が国でも、拠点へのアクセ
ス向上が必要。 

【我が国の拠点空港・港湾へのアクセス時間・距離】 

［参考］ 
サウサンプトン港（英国）における
アクセス状況】 

ICからの距離 所要時間 

0.8km 1.6分 
２３ 



特殊車両の通行許可に関し、手続の迅速化と監督の強化を併せて実施し、物流効率化と道路の適
正利用の確保を促進 

【特殊車両の通行許可に係る要望への対応や運用改善のイメージ】 

《特殊車両の通行許可申請の処理期間関係》 
 

 ［要望事例］通行許可が出されるまでの処理に時間を要している状況 
 
 
 
 
 
 
 
《特殊車両の通行許可の実効性確保関係》 
 

 ［運用上の課題］自動計測装置で重量違反者を捕捉しても指導警告書の郵送のみ。常習違反への 
           是正指導が不十分 

 物流上重要な道路ネットワーク上の特殊車両の通行許可の手続の一元化の活用に 
 よる、審査期間の短縮 

物流上重要な道路ネットワークへの誘導促進・適正利用に係る措置 
《特殊車両通行許可制度の活用》 

２４ 

※ 直轄における標準処理期間 
  ・ 新規申請及び変更申請 ３週間以内 
  ・ 更新申請 ２週間以内 

 繰り返し違反する者が、国道事務所等での是正指導にもかかわらず違反を繰り返 
 す場合には指導結果を公表（会社名、違反内容等）する(3月1日運用開始予定）ほ 
 か、その他の措置も検討中 



２５ 

45ftコンテナの一層の利用促進に向けた取組 

我が国でも、一定の経路においては車長の長い４５ftコンテナ積載車両が利用可能 
物流上重要な道路ネットワーク等において、４５ｆｔコンテナ積載車両の走行支障の解消に向けた取
組の検討を実施 

【４５ｆｔコンテナ積載車両の走行可能性】 

 車長の長い４５ｆｔコンテナ積載車両は、４０ｆｔコンテナ積載車両に比べ、交差点や曲線部での 
 通行時に、より広い道路幅や占有幅が必要 

 

 現在、我が国においては、今なお、40ｆｔコンテナ積載車両の右左折に支障のある箇所が存在 

◎４０フィートコンテナ積載車両の軌跡図の例 ◎４５フィートコンテナ積載車両の軌跡図の例 

所要道路幅 

７．７ｍ 

所要占有幅 

８．７ｍ 
1.5m 

１８m 

４５フィート 

所要占有幅 

８．２ｍ 

所要道路幅 

７．１ｍ 

４０フィート 

１６．５m 

《参考》走行時の軌跡図の例 

今後、物流上重要な道路ネットワークを中心に、交差点の改良等によって 
国際海上コンテナ積載車両の通行支障の解消の取組を更に促進 



現状

港湾

日本のシャーシ船舶専用シャーシ韓国のシャーシ

（日本国内）
港湾

（海上：RORO船）（韓国国内）

シャーシの相互通行

港湾

同一のシャーシ

（日本国内）（海上：RORO船）（韓国国内）
港湾

国際物流に対応する道路関係の基準等の統一化 

【海外との間で大型車両を活用する輸送事例における課題等】 

 現状では、大臣級の合意によるパイロットプロジェクトの実施においては、各関係国において 
 特殊車両の通行に関する手続を履行することが必要 

今後、ニーズを把握しながら、特殊車両通行許可手続の一元化等の検討を進めることが妥当 

《参考》既往の取組（H24.7開催の日中韓物流大臣会合により合意されたシャーシ相互通行に係るプロジェクト） 

RORO船に積み込まれる
シャーシ 

アジアとの貿易の増加等に鑑み、今後、他国との間のシームレスな輸送の円滑化を更に進めること
が必要 
物流上重要な道路ネットワークを中心に、他国との間の特殊車両通行許可のワンストップ化、道路
に関する基準、手続等の調和の確保などの検討を進めていくことが必要 

■日韓の間で「パイロットプロジェクトを平成24年後半から実施するために相互に協力する」ことについて合意 
 
  【パイロットプロジェクトの概要】 

• 九州の自動車工場に向け、韓国製自動車部品を韓国から日本に輸送 
• 日本のシャーシの韓国国内通行については平成24年10月10日から運用開始 
• 韓国のシャーシの日本国内通行についても今後実施（予定） 

２６ 

※ 日中韓物流大臣会合に基づく日韓間のシャーシ相互通行のパイロットプロジェクトについては、現在、 
  当事者が通行に必要な手続を進めている状況 


